
2019 年 9 月吉日 

お客様各位 

東亜高級継手バルブ製造株式会社 

消費税引き上げに伴う御請求に関するお知らせ 

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

2019 年 10 月 1 日より消費税が現行の 8%から 10%に引き上げられることに伴い、 

お客様への御請求について下記の通りとさせて頂きます。 

お手数ではございますが、ご理解の程お願い申し上げます。 

敬具 

記 

１．月末締めのお客様 

  従来通り月末締めにて消費税率 10%を計上しております。 

２．月末締め以外のお客様 

  9 月末日までにお買い上げ頂いた分は消費税率 8%、10 月 1 日から締日までに 

お買い上げ頂いた分は、消費税率 10%を計上しております。 

 なお、弊社は出荷基準としているため、９月末までに発送した物については、お受け

取りが 10 月 1 日以降となりましても旧税率の 8%とさせて頂いております。 

 返品、値引きにつきましても 9 月 30 日以前の対象の物については 8%、10 月 1 日以

降の対象の物については 10%とさせて頂きますのでよろしくお願い申し上げます。 

以上 


